様式２
入院対象者入院医学管理料の施設基準に係る届出書添付書類
	新規
届出
	既
届出
	項目名
	新規
届出
	既
届出
	項目名

	退院実績評価加算
	□
	□
	医療観察薬剤管理指導料

	30床以上
	□
	□
	医療観察精神科身体合併症管理加算

	□
	□
	（１）７人以上14人以下
	□
	□
	医療観察精神科慢性身体合併症管理加算

	□
	□
	（２）15人以上19人以下
	
	
	

	□
	□
	（３）20人以上
	
	
	

	15床以上30床未満
	
	
	

	□
	□
	（１）５人以上８人以下
	
	
	

	□
	□
	（２）９人以上12人以下
	
	
	

	□
	□
	（３）13人以上
	
	
	

	15床未満
	
	
	

	□
	□
	（１）３人以上
	
	
	

	□
	□
	（２）４人以上
	
	
	

	□
	□
	（３）５人以上の場合
	
	
	



退院実績評価加算の施設基準に係る退院実績
	医療機関の概要
	病床数　　　　　　　　　　　　床

	退院許可決定又は処遇終了決定の実績

	令和　　　　年度　　　　　　　　　　　人


〔記載上の注意〕
・退院許可決定又は処遇終了決定の実績は、届出日の属する年度の前年度の実績を記載すること。

〔届出上の注意〕
・退院実績評価加算の施設基準に係る実績は、届出日の属する年度において適用するものであり、年度が変わるごとに届出すること。
・医療観察薬剤管理指導料の施設基準を届け出る場合であって、指定入院医療機関と同一の保険医療機関が薬剤管理指導料の施設基準の届出をしている場合には、当該届出に用いた様式の複写を届出書に添付すること。届出をしていない場合は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和８年３月５日保医発0305第８号）（以下「特掲診療料通知」という。）の別添２の様式４及び様式14を用いること。
・医療観察精神科身体合併症管理加算の施設基準を届け出る場合には、指定入院医療機関と同一の保険医療機関が精神科身体合併症管理加算の施設基準の届出をしている場合、当該届出に用いた様式の複写を届出書に添付すること。届出をしていない場合は「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和８年３月５日保医発0305第７号）（以下「基本診療料通知」という。）の別添７の様式31を用いること。
・医療観察精神科慢性身体合併症管理加算の施設基準を届け出る場合には、指定入院医療機関と同一の保険医療機関が精神科慢性身体合併症管理加算の施設基準の届出をしている場合、当該届出に用いた様式の複写を届出書に添付すること。届出をしていない場合には基本診療料通知の別添７の様式32の２を用いること。
